
「介護サービス情報の公表」制度について

１ 「介護サービス情報の公表」制度の概要

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）の改正によ
り、平成 18年 4月 1日から介護サービスを利用しようとする者等が介護サービス事業者を
主体的かつ適切に選択するための情報をインターネット等で提供する仕組みとして導入さ

れました。

 本制度については、平成 24年 4月施行の介護保険法の改正により平成 24年度から、都
道府県知事が必要と認める場合に調査を実施し、手数料によらない運営ができる仕組みへ

と見直されました。

 本県では、制度改正に対応した円滑な運用をめざし、平成 23年度から手数料を徴さず運
用をすることとし、調査事務及び公表事務を、県（保健福祉部長寿社会課及び各事業所を

所管する県民局健康福祉部健康福祉課）において実施しています。

２ 平成 25年度の運営について
＜新規事業所＞は「基本情報」を、基準日前の一年間に提供したサービスの対価とし

ての支払いが百万円を超える＜既存事業所＞は「基本情報」と「運営情報」をシステムへ

の入力により報告していただき公表することになります。また、「県独自項目」「事業所の

特色」が任意で公表できます。

  なお、県が新たに定める指針に基づき、必要に応じて調査を実施します。

  具体的な平成 25 年度の事業運営については、平成 25 年度「公表計画」を定め、改め
てお知らせします。

３ その他

  事業所向け操作マニュアル及び報告サブシステム（事業所向け）ＵＲＬ等介護サービ

ス情報に関することは、下記に掲載しています。

    岡山県保健福祉部長寿社会課ＨＰ

      ＞介護保険・老人福祉関係事業者の皆様へのお知らせ

       「介護サービス情報の公表」について

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-7669.html 

平成２５年度予定

基本情報
必須項目

運営情報〈既存事業所は必須項目・新規事業所は任意項目〉

県独自項目
公表内容

任意項目
事業所の特色

調 査 調査指針に基づき知事が必要と認める場合に実施

手数料 負担なし

公表サーバー 国が一元管理するサーバーで公表（H24.10運用開始）
実施機関 県が直接実施（長寿社会課・県民局健康福祉課）
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岡山県「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針

 「介護サービス情報の公表」制度については、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号。以
下「法」という。）第 115条の 35第 3項及び健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18
年法律第 83号）附則第 130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有するものとされた
同法第 26条の規定による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第 115条の 35第 3
項の規定による調査の実施に当たって、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）
第 140条の 47の 2の規定により、県の調査指針を定める。

１ 調査実施の指針

  調査は、原則、下記の場合に行うこととする。

 （１）事業者自らが調査を希望する場合

 ただし、調査希望事業所に対しては、当該年度の県の実地指導を優先的に実施し、実地

指導と同時に調査をすることとする。

 また、外部評価が義務付けられている地域密着型サービス事業所や福祉サービス第三者

評価を定期的に実施している事業所については、調査を行わないこととする。

（２）公表内容について、利用者等から通報があり、調査において内容確認が必要であ

ると判断される場合

 （３）報告内容に虚偽が疑われる場合

 （４）県所管事業所・施設について新規指定後初めて実地指導を行う場合

２ 調査の効果的実施

調査を効果的に実施するために、上記１の（１）は、調査を希望する旨を毎年度５月末ま

でに、各事業所を所管する県民局へ連絡してきた場合に限り実施する。

また、県が指定権限を有しない事業所（指定都市等が指定する事業所又は市町村が指定す

る地域密着型事業所）に対しても調査をすることができるが、調査を実施する必要がある

場合には、該当の指定権者に適宜情報を提供し、連携の上、適正な調査を行うこととする。

附則（施行期日）

 この指針は、平成２４年１０月１日から施行する。
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平成25年度版（案）

介護サービスを利用しようとする者等が介護サービス事業者を主体的に選択できるように、その判断に資するための
「介護サービス情報」を、比較検討が可能な形でインターネットを通じて提供する仕組み

平成２５年度公表計画の策定   ＆　　調査指針の策定

１　県独自項目（任意項目）
〈例〉

２　基本情報（全事業所必須項目）
〈例〉
　・事業所の職員体制
　・床面積、機能訓練室等の設備
　・利用料金・特別な料金
　・サービス提供時間　　　　等

〈例〉 〈例〉

②事業者からの報告

　インターネットによる報告 ＝
（出来ない場合は、調査表を記入し
　県民局へ提出。）

＜４事業所の特色＞

★県独自項目・基本情報・運営情報

　が公表されている事業所が対象

★県の受理・確認作業対象外

　報告と同時に公表される

国が一元管理するシステム

　・身体拘束を廃止する取り組みの有無　　等

岡山県「介護サービス情報の公表」制度の仕組み

介護サービス事業者

長寿社会課

基準省令条例化に伴い設定された独自基準等を
報告項目とすることを検討中

　・従業員や利用者の特色
　・定員に対する空き情報
　・写真や動画　　　　　等

３　運営情報（既存事業所必須項目）

　・介護サービスに関するマニュアルの有無

＜１県独自項目＞＋＜２基本情報＞＋＜３運営情報＞

　介護サービスの内容及び運営状況
に関する情報であって、要介護者等
が適切かつ円滑に介護サービスを利
用することができる機会を確保する
ために公表されることが必要なもの

【介護サービス情報】

　　「介護サービス情報」に基づく比較検討を通じて、自ら主体的に介護サービス事業者を選択

利用者又はその家族等

各事業所を所管する県民局

４　事業所の特色　　（任意項目）

※調査指針に基づき調
査を実施する。
※面接調査に加え、県
において適正に実施で
きると判断する方法で行
う。

　・サービス提供内容の記録管理の有無
　・職員研修のガイドラインや実績の有無
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お問い合わせ先

■指導者の養成及び介護職員等に対する研修に関すること

入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班）

在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（障害者自立支援班）

■認定特定行為業務従事者のうち、違法性阻却による経過措置対象者の認定に関すること

… 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

■認定特定行為業務従事者に関すること

入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班）

在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（障害者自立支援班）

その他 … 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

■登録特定行為事業者に関すること

高齢者福祉関係 … 長寿社会課（長寿社会企画班）

障害福祉関係 … 障害福祉課（障害者自立支援班）

その他 … 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

■登録研修機関に関すること

… 保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

＜電話番号＞

086-226-7317保健福祉課（地域福祉・法人指導班）

086-226-7345障害福祉課（障害者自立支援班）

086-226-7326長寿社会課（長寿社会企画班）

○制度に関する資料

制度の概要については、下記のサイトを参照ください。

厚生労働省ホームページ内 ＜喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について＞

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

＜不特定多数の者対象研修＞については長寿社会課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/265349.html

＜特定の者対象研修＞については障害福祉課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/264436.html

通知の参照等、詳しくは岡山県保健福祉部保健福祉課のホームページから

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/32/

＜介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）について＞

http://www.pref.okayama.jp/page/263707.html
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